
 

 

○周波数割当計画（平成二十年総務省告示第七百十四号）の一部を変更する告示案新旧対照表 

（下線部分が変更箇所） 

変 更 後 変 更 前 

第１ （略） 第１ （略） 

第２ １～７ （略） 第２ １～７ （略） 

周波数割当表（略） 周波数割当表（略） 

  国内周波数分配の脚注       国内周波数分配の脚注 

（略） （略） 

 J80  J80 

 1400-1427MHz、2690-2700MHz、15.35-15.4GHz、23.6-24GHz、31.3-31.5GHz、

50.2-50.4GHz、52.6-54.25GHz、86-92GHz、100-102GHz、109.5-111.8GHz、

114.25-116GHz、148.5-151.5GHz、164-167GHz、182-185GHz、190-191.8GHz、

200-209GHz、226-231.5GHz及び 250-252GHzの周波数帯では、すべての電波の発

射を禁止する。ただし、第３の超広帯域無線システムの無線局にあっては、この

限りでない。 

 1400-1427MHz、2690-2700MHz、15.35-15.4GHz、23.6-24GHz、31.3-31.5GHz、

50.2-50.4GHz、52.6-54.25GHz、86-92GHz、100-102GHz、109.5-111.8GHz、

114.25-116GHz、148.5-151.5GHz、164-167GHz、182-185GHz、190-191.8GHz、

200-209GHz、226-231.5GHz及び 250-252GHzの周波数帯では、すべての電波の

発射を禁止する。 

 

（略） （略） 

第３ 超広帯域無線システムの無線局の周波数表 第３ 超広帯域無線システムの無線局の周波数表 

 3400MHz以上 4800MHz未満１,２   3400MHz以上 4800MHz未満  

 7.25GHz以上 10.25GHz 未満１,２   7.25GHz以上 10.25GHz 未満  

 22GHz 以上 24.25GHz未満２,３     

 24.25GHz 以上 29GHz未満２     

１ この周波数帯の使用は、屋内に限る。 

２ この周波数帯の使用は、第２に規定する周波数割当表に従って運用する他

の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、また、他の無線

局による有害な混信からの保護を要求してはならない。 

３ この周波数帯の使用は、平成 28 年 12月 31日までに限る。ただし、同日

において現存する超広帯域無線システムの無線局にあっては、この限りでな

い。 

超広帯域無線システムの無線局によるこの周波数帯の使用は、屋内に限る

ものとし、第２に規定する周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受

信設備に有害な混信を生じさせてはならず、また、他の無線局による有害な

混信からの保護を要求してはならない。 

 

 


